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第 1 章 本業務要求水準書の位置付け  

早島駅前にぎわい交流拠点施設管理業務水準書（以下「管理業務水準書」という。）は、早

島駅周辺地域交流施設、早島町観光センター及び早島駅前駐車場（3施設を総称して早島駅前

にぎわい交流拠点施設（以下「交流拠点」という。））の一体的な管理運営業務を指定管理者に

委ねるにあたり、その候補者を募集及び選定することを目的とする「早島駅前にぎわい交流拠

点施設指定管理者募集要項」と一体のものとして、業務の概要を示すとともに、指定管理者が

業務を遂行するに際し、町が要求する水準や条件を示すものである。 

 

第 2 章 管理運営対象 

1 施設の概要  

（1）早島駅周辺地域交流施設 

① 所在地   早島町前潟 589 番地 14 

② 構 造   鉄骨 2 階建  

③ 概 要  

区 分 休館日 開館時間 

北 
 

棟 

待合スペース 無し 24 時間 

屋内交流施設 

（はやしまカケハシホール） 
無し 9：00～21：00 

情報発信スペース①・②   無し 24 時間 

公衆トイレ  

（男子・女子・多目的） 
  無し 24 時間 

エレベーター   無し 24 時間 

その他（倉庫等）   無し 24 時間 

南 
 

棟 

待合スペース   無し 24 時間 

屋内交流施設 
（スタジオ Igunity はやしま） 

無し 9：00～21：00 

エレベーター   無し 24 時間 

その他（倉庫等）   無し 24 時間 

自由通路（跨線橋）   無し 24 時間 

屋外交流広場   無し 24 時間 

公園   無し 24 時間 

南側駅前広場    無し 24 時間 

南側自転車駐輪場   無し 24 時間 

④ 開 設   令和 8年 4月 1日（予定） 
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（2）早島町観光センター  

① 所在地   早島町前潟 596 番地 

② 構 造   鉄筋コンクリート造平屋建（Ａ棟） 

木造 2階建（Ｂ棟、Ｆ棟） 

          木造平屋建（Ｃ棟、Ｄ棟、Ｅ棟） 

③ 概 要  

区 分  休館日  開館時間  

Ａ棟 無し 24 時間 

Ｂ棟（2階建） 月曜日、年末年始 9：00～17：00 

Ｃ棟 月曜日、年末年始 9：00～17：00 

Ｄ棟 月曜日、年末年始 9：00～17：00 

Ｅ棟 月曜日、年末年始 9：00～17：00 

Ｆ棟（2階建） 月曜日、年末年始 9：00～17：00 

④ 開 設   平成 22 年 4 月 1 日 

 

（3）早島駅前駐車場  

① 所在地   早島町前潟 524 番地 12、前潟 628 番地 4、前潟 635 番地 10 

② 構 造   ゲート式駐車場  

③ 概 要  

区  分 収容台数 休業日 入庫時間 出庫時間 

早島駅前第一駐車場  44 台  無し 5：15～0：15 24 時間 

早島駅前第二駐車場  53 台  無し 5：15～0：15 24 時間 

早島駅前第三駐車場  31 台  無し 5：15～0：15 24 時間 

④ 開 設   第一駐車場     平成 7 年 4 月 1 日 

        第二駐車場     平成 10年 9 月 1 日 

      第三駐車場      令和 8 年 3 月中旬（予定） 

  ⑤対象自動車  積載車を含め、長さ 5ｍ以下、高さ 2ｍ以下、幅 2ｍ以下の普通自動車、

小型自動車及び軽自動車 

  

第 3 章 指定期間 

1 指定管理者は、令和 8年 7月 1日から令和 13 年 3 月 31 日までの 4年 9か月間とする。 

2 指定期間は、早島町議会での議決を経て、正式に確定する予定である。 

3 指定期間中の年度は 4月 1日から翌年の 3月 31 日までとする。 

  なお、初年度は 7月 1日から翌年の 3月 31 日までとする。 
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第 4 章 法令等の順守と情報管理の徹底 

1 法令等の順守 

（1）交流拠点の管理にあたっては、本水準書のほか、次に掲げる法令等に基づくものとす

る。  

① 地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）  

② 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号） 

③ 早島駅周辺地域交流施設条例（令和 7年条例第 18 号） 

④ 早島駅周辺地域交流施設条例施行規則（令和 7年規則 16 号） 

⑤ 早島町観光センター条例（平成 22 年条例第 2 号） 

⑥ 早島町観光センター条例施行規則（平成 22 年規則第 3 号） 

⑦ 早島町駐車場条例（平成 7年条例第 5号） 

⑧ 早島町駐車場条例施行規則（平成 7年規則第 8号）  

⑨ 早島町個人情報の保護に関する法律施行条例（令和 5 年条例第 1 号） 

⑩ 早島町情報公開条例（平成 13 年条例第 4 号） 

⑪ その他管理運営に適用される法令等  

（2）指定期間中に法令等に改正があった場合は、改正された内容を仕様とする。  

2 個人情報の保護 

指定管理者は、業務上知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成

15 年法律第 57 号）、早島町個人情報の保護に関する法律施行条例その他関連法令等に基づ

き、適切に保護すること。また、職員に対する研修等により、個人情報保護の必要性を徹底

すること。 

3 守秘義務 

指定管理業務を行うにあたり、業務上知り得た秘密及び行政事務で一般に公開されていな

い事項を外部に漏らし、又は、他の目的に使用してはならない。 

4 情報公開 

早島町情報公開条例に基づき、町を通じて管理業務の実施にあたり保有する文書の閲覧等

の請求があったときは、速やかに対応すること。 

5 協定書の遵守 

町と指定管理者とは、指定管理の実施に必要な事項についてまとめる「協定書」を締結す

る。 

指定管理者は、協定書を遵守すること。 

第 5 章 管理運営に関する基本的な考え方 

1 基本的項目 

指定管理者が、交流拠点を管理運営するにあたり、従うべき基本的項目は、次に掲げるも

のとする。 
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（1）条例、条例に基づく規則や規程等（以下「条例等」という。）に基づき、設置目的に従

った適切な管理運営を行うこと。 

交流拠点は、町民、団体及び事業者等（以下「町民等」という。）が相互の交流と連携

により、安全安心で心豊かに過ごしながら、活力ある暮らしを目指すことを目的とする活

動の場として供され、交流の拠点として機能していることから、管理運営にあたっては、

この点を十分に留意し、遂行するものとする。 

（2）地域の団体、事業者など、様々な主体と積極的に連携し、交流拠点を活用することで、 

地域の活性化に取り組むこと。 

（3）利用者等が快適に施設を利用することができるよう適正な管理運営を行うとともに、効 

果的かつ効率的な運営を行い、管理運営経費の縮減に努めること。 

（4）地方自治法第 244 条に定める公の施設であることを常に念頭に置いて、公平な運営を 

行うこととし、特定の団体等に有利あるいは不利になるような取り扱いはしないこと。 

（5）町と密接に連携を取り、管理運営を行うこと。 

 

第 6 章 実施体制 

1 実施体制の確保 

早島駅周辺地域交流施設条例第 13条、早島町観光センター条例第 2条の 3及び早島町駐

車場条例第 17 条の 2に規定する業務に従事するのに必要な人員（委託先の従事者を含む）

を配置すること。 

（1）職員の雇用 

ア 職員の雇用に当たっては、労働基準法その他の労働関係法令を遵守すること。 

イ 雇用する職員は、労働時間、有給休暇の付与、福利厚生等については、労働基準法等

の関係法令を遵守し、必要な規程はすべて文書で定めること。 

ウ 新たに発生する雇用については、率先して早島町民の雇用を図るとともに、現在の施

設職員の継続雇用について配慮すること。 

エ 障がい者及び高齢者の雇用機会の拡大に配慮すること。 

（2）勤務管理 

指定管理者は、勤務ローテーション、勤務時間、有給休暇、服務規程等人事管理につ 

いて、適切な管理を行うこと。 

（3）施設責任者の配置 

全ての指定管理業務を総括する責任者を選定し、配置すること。 

（4）緊急時対策及び防犯・防災対策 

緊急時対策及び防犯・防災対策についてマニュアルを作成し、常備すること。 

 

2 職員の要件 

（1）施設責任者の要件 
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ア 公の施設の経営に当たるに相応しい人格と識見を備えていること。 

イ すべての業務を統括し、所属職員を監督できる能力と経験を有すること。 

ウ 施設責任者は、非常駐を可能とするが、常に指定管理業務について把握し、一般職員

へ指示命令ができる体制とすること。 

（2）一般職員の要件 

ア 職員は、接遇能力、各種折衝・調整能力を備えた者の配置に努めること。 

イ 職員は、施設管理及び利用者等の窓口対応に十分な人数を確保すること。 

ウ 施設責任者が非常駐の場合は、施設責任者の職務、権限を代理できる者を一般職員の

中から指定し配置すること。 

（3）運営業務職員 

職員は、施設の交流促進に向けた事業の実施にあたり、地域や施設の状況等を把握し

企画、運営を実施できる能力と経験を有すること。 

（4）防火管理者 

防火管理者の資格を有するものを配置すること。 

 

3 職員の資質向上 

（1）職員の育成 

指定管理者は、職員の育成のため、接遇、個人情報保護、施設管理業務など、計画

的、系統的な研修を実施すること。 

 

第 7 章 管理運営業務 

1 管理運営に係る基準 

（1）開館時間及び休館日 

各施設の開館時間及び休館日（早島駅前駐車場においては、入出庫できる時間）は下

記条例等に規定するとおりとする。 

 

 開館時間 休館日 

早島駅周辺地域交流施設 早島駅周辺地域交流施設条

例施行規則第 2条 

早島駅周辺地域交流施設条

例施行規則第 3条 

早島町観光センター 早島町観光センター条例施

行規則第 2条 

早島駅観光センター条例施

行規則第 3条 

早島駅前駐車場 早島町駐車場条例施行規則第 2条 

（2）利用料金の収受 

本施設は、利用料金制度を導入し、指定管理者は、利用料金を自らの収入にすること

ができる。 
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（3）利用料金  

各施設の利用料金は下記条例に規定する範囲内（条例に定める額を上限とする。）で

町長の承認を得て指定管理者が定めること。なお、指定管理者は利用料金の設定に当た

っては、利用率の向上、サービスの向上に配慮すること。 

早島駅周辺地域交流施設 早島駅周辺地域交流施設条例第 9条 

早島町観光センター 早島町観光センター条例第 5条 

早島駅前駐車場 早島町駐車場条例第 7条 

（4）利用料金の減免  

指定管理者は、下記条例等に該当する者から申請があった場合は当該利用料金を減免

すること。 

早島駅周辺地域交流施設 早島駅周辺地域交流施設条例第 10条 

早島町観光センター 早島町観光センター条例第 5条 

早島駅前駐車場 早島町駐車場条例第 10条 

（5）業務の委託 

指定管理者は、管理運営業務の一部を第三者に委託することができる。ただし、全部

を委託することはできない。 

なお、再委託する場合は、あらかじめ書面により町の承諾を得ること。 

 

2 施設運営業務 

交流拠点は、町民等の交流や歴史・産業情報等の発信を通じ、町の活性化と人、情報の交

流を図るために設置した施設であることから、町内外を問わず多様な利用を想定し、また施

設が交流の拠点となり、地域コミュニティの活性化に資することを念頭に置いた運営を実施

すること。 

（1）早島駅周辺地域交流施設・早島町観光センター 

① 総合案内に関する業務 

総合案内に関する業務（窓口、電話対応、施設案内、各種問い合わせ対応等）として、

利用者に対して適切な案内ができるよう総合受付担当を配置し、施設内の様々な問い合わ

せに対応し、利用者が快適に施設を利用できるよう努めること。また、町内で開催される

関連イベント等に関する情報提供等も行うこと。なお、受付業務に従事する者が、一時的

に受付場所を離れる場合でも、他の担当者を配置し、開館時間内に受付場所が不在になら

ないように配慮すること。 

ア 利用者及び来場者に対する案内 

イ 利用者及び来場者からの苦情・要望・相談等への対応 

ウ 遺失物等の整理保管及び受付処理（貴重品等に関しては、倉敷警察署へ移管する。） 

エ 電話応対 

オ 障がい者・高齢者等の来場者の補助 

カ その他受付及び案内に関すること 
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② 施設等の利用の許可に関する業務 

施設利用許可申請書等の様式を、あらかじめ町長の承認を得て作成すること。ただし、

工作物の設置など、施設を占用的に利用する場合を除く。 

ア 利用申請に係る補助、申請書の受理 

イ 利用許可（不許可を含む。）の決定 

ウ その他、利用許可に関すること 

※ 施設予約システム使用料については、町が締結した契約を継続する予定であり、使

用料については、指定管理者負担となる。金額については、様式 4参照のこと。 

※ 早島駅周辺地域交流施設の屋内交流施設は、利用者に交付したパスワードにて開閉

する電子錠を採用しており、町が締結した契約を継続する予定である。電子錠に係る

通信運搬費については、指定管理者負担となる。金額については、様式 4参照のこ

と。 

 ③ 早島町周辺地域交流施設の目的を達成するための業務 

   にぎわいを創出するための多世代交流に関する事業等早島駅周辺地域交流施設条例第 4

条に規定する事業 

 ④ 早島町観光センターの目的を達成するための業務 

   観光案内、町内外の特産品等に関する情報提供及び販売等早島町観光センター条例第 2

条に規定する業務 

⑤ その他早島駅周辺地域交流施設条例及び同条例施行規則並びに早島町観光センター条例

及び同条例施行規則に定める業務 

 

（2）早島駅前駐車場 

① 運営に関する業務 

ア 開場準備 

開場時間までに出入口や釣銭の準備を行うとともに、開場時間には入庫可能な状態

にすること。 

イ 入庫対応 

入庫車両が安全に入庫できるよう必要な措置を講ずるとともに、特に入庫不可能な

車両等への対応を行うこと。また、混雑時には万全を期して対応し、利用者とトラブ

ルがないよう注意すること。 

ウ 出庫対応 

出庫車両が安全に出庫できるよう必要な措置を講ずるとともに、特に混雑時（出庫

車両が集中する時間帯）には、出庫補助を行うなど万全を期して対応し、利用者とト

ラブルがないよう注意すること。 

エ 釣銭等補充に関する業務 

自動精算機等の釣銭等の補充を適宜行うこと。 

オ 場内事故対応に関する業務 
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場内で事故等が発生した場合は、適切に対応するとともに、速やかに町へ報告する

こと。 

カ 苦情対応に関する業務 

利用者等からの苦情に対しては、真摯に受け止め、適切に対応するとともに、速や

かに町へ報告すること。 

  キ トラブル等に関する対応業務 

委託事業者により、24時間対応可能な体制を構築しているが、状況に応じて速や

かに現地対応が行えること。 

ク 駐車場機器の保守点検に関する業務 

円滑な機器の稼働を図るために定期的な保守を含むメンテナンスを実施し、発生す  

   る修理や事故等にも対応し、速やかな復旧を図ること。 

駐車場機器メーカーによる年 2回の定期点検を行い、測定したデータを記録するこ

と。また、緊急修理に対応すること。 

② 駐車券等の利用受付に関する業務 

ア 駐車券（一般） 

駐車場を利用する者（定期券利用者を除く。）に対して、駐車券を自動発行機等に

より適切に発行すること。 

イ 定期券 

・定期券の申込みを受け付け、申込順に適切な数の定期券を発行するとともに、定期

利用者管理簿等により適切な管理を行うこと。 

・定期券を発行する際には、利用者に対して、駐車場の利用について誤解を招かない

ように、駐車枠を確保するものではなく、定額利用券であることなど利用方法や注

意事項等の説明を行うこと。 

・定期券は、半年単位で発行するものとするが、継続希望者に対して、適切に継続で

きるように取り計らうこと。 

・定期券の申し込み又は解約が利用期間の途中に行われた場合は、月割り計算で当該

定期利用に係る料金（以下「定期駐車料金」という。）を算出すること。 

・定期券利用者で定期駐車料金が支払われなかった場合は、事情を確認し、利用を停

止するなど適切な対応を行うこと。 

③ 駐車場内における自動車の保管に関する業務 

場内の設備等に起因する事故などが生じることが無いよう、目視や点検等により、適

切な管理を行うこと。 

④ 駐車料金及び定期駐車料金の徴収、収納に関する業務 

ア 駐車券（一般） 

設置する出口料金精算機による徴収を行うこと。 

徴収した駐車料金の回収は週 1回以上の頻度で行い、状況により適時行うこと。 

イ 定期券 
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定期券発行時に、定期駐車料金の徴収及び領収書等の発行について、適切に対応す

ること。 

⑤ 駐車場内の巡回に関する業務 

⑥ その他早島町駐車場条例及び同条例施行規則に定める業務 

  ・キャッシュレス決済について（主要クレジット・電子マネー・コード決済） 

   手数料は指定管理者の負担とする。 

 ※ 駐車場機器借料については、町が締結した契約を継続する予定であり、借料について

は、指定管理者負担となる。金額については、様式 4参照のこと。 

 

3 施設維持管理業務 

利用者が安全かつ快適に利用できるように、建築物及び建築設備等については、常時適切

な状態に保つよう維持管理又は修繕を行うこと。これらを実施するにあたり、省エネルギー

やライフサイクルコストの縮減に努めること。 

点検、保守、修繕等の結果については、町へ報告すること。 

施設等及び備品等が破損・消耗等した場合は、1件 20 万円未満（消費税及び地方消費税を

含む）の修繕・補給等は、指定管理者が負担すること。なお、1件 20 万円以上の修繕は、

修繕内容を精査のうえ、原則として毎年度に予算の範囲内で町が修繕等を行うこととし、修

繕等の実施時期は、指定管理者との協議により決定する。ただし、緊急を要するもの等は、

町と協議のうえ指定管理者が修繕できることとする。 

① 清掃 

   ア 良好な環境衛生、美観の維持はもとより、施設の健全なる保全を行うこと。 

   イ 適切な方法により、埃、ゴミ、汚れ、シミ等を落とし、清潔な状態に保つこと。 

② 建築物及び設備の維持管理及び保守点検 

法令等に基づく点検等を実施するとともに、日常的にも点検等を実施し、必要に応

じて処置を講じること。 

例） 

 駐車場機器保守業務 

自家用電気工作物保安管理業務 

 消防用設備保守業務 

 エレベーター設備保守点検業務（24 時間監視含む。） 

 防犯カメラ警備監視設備保守点検業務 

フロン排出抑制法によるエアコン等の点検 等 

    ※駐車場機器保守業務、自家用電気工作物保安管理業務、防犯カメラ警備監視設備

保守点検業務については、供用開始から町が締結した契約を継続する予定であ

り、業務委託料については、指定管理者負担となる。金額については、様式 4参

照のこと。 
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③ 遊具設備の点検 

ア 日常点検 

国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」を参考に、日常点

検を月 1回以上実施し、不具合等があれば修繕を行うこと。 

イ 定期点検 

国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」に基づき、専門技

術者による定期点検を年 1回実施し、報告書を提出すること。 

④ 施設内の外構・植栽等の管理 

施設の環境衛生及び景観を保持するため、施設内における外構の清掃、管理及

び施設付属物等の維持管理を行うこと。 

また、植栽の管理（散水・施肥・除草・剪定・害虫防除・伐採・清掃等）を計

画的に行い、適切な緑樹の状態を維持すること。 

・庭木の剪定は、適宜必要に応じて行うこと。 

・除草、草刈は、適宜必要に応じて行うこと。 

・指定期間内に植栽が枯損した場合は、復元を行うこと。ただし、異常渇水によ

る給水制限に起因する枯損等、指定管理者等の責に帰することができない事情

があるときは、この限りでない。 

なお、業務の実施にあたっては、施設の利用に影響がないよう配慮すること。 

⑤ 修繕に関する調査（原因・費用等） 

修繕に関する調査を業者に依頼する場合、その費用が 20 万円以上となった際には

町が施主となることがあるため、その業者に発注できないことがあることを、十分説

明すること。 

⑥ 防鼠防虫業務 

ねずみ・ゴキブリ・蜂等の防鼠防虫作業を行うこと。 

⑦ 備品等の維持管理 

町が所有する備品等については、その使用及び保管に際し十分注意すること。 

また、指定管理者が、自らが購入・搬入し、保管を要する備品等については、指定

管理者の所有とする。 

⑧ 保安警備 

施設及び敷地内の秩序を維持し、事故、盗難、破壊等の犯罪及び火災等災害の発生を

警戒予防し、財産の保全を図るとともに利用者等の安全を守るために、保全管理を適切

に行うこと。 

また、不審者や不審物を発見した場合は、適切に対応するとともに、戸締り、消灯等

の確認、異常の有無等の点検を行うこと。 

さらに、鍵の管理、施錠の確認等閉館開館にあたっての建物管理には、十分な配慮を

行い、閉館時は機械警備を実施すること。 
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⑨ インフラ関係の料金支払い業務 

電気、上下水道、ガス、その他燃料、電話、テレビ、インターネット等のインフラ関

係の料金の支払いを行い、安定的なインフラ供給を行うこと。 

⑩ その他、施設の維持管理に必要な業務 

 

4 その他の業務 

（1）安全の確保に関する業務 

利用者等の安全対策、監視体制等について、各種マニュアルを作成し、従業員を指

導し、万一に備えて従業員を訓練すること。 

また、緊急対策、防犯・防災対策等の安全を確保するための各種マニュアルを作成

し、従業員を指導し、万一に備えて従業員を訓練すること。 

① 利用者等の救急対応（疾病・負傷等） 

利用者の急な病気、負傷等に対応できるよう、マニュアルを作成するとともに、

近隣の医療機関と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。 

利用者等が突然の心肺停止に陥った場合の救命活動が円滑に行われることを目的とし

て、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を設置している。従業員又は非医療従事者が常時使

用できるよう、日常点検を行うとともに、最低年1回以上定期点検を行うこと。また、

ＡＥＤを使用した後においても、次回以降使用できるか否か点検し、消耗品の更新も含

め、適正な管理を行うこと。 

利用者が死亡、重傷等の重大な事故が起こった場合は、直ちに町に報告し、その

指示に従うこと。 

※ ＡＥＤ借料については、町が締結した契約を継続する予定であり、借料について

は、指定管理者負担となる。金額については、様式4参照のこと。 

② 防犯対応 

施設の利用状況を適宜把握し、必要に応じて利用者等への指導等を行うこと。 

③ 防災対応 

災害等緊急時の利用者等の避難、誘導、安全確保及び必要な通報等についてのマ

ニュアルを作成し、緊急事態の発生時には、的確に対応すること。 

気象庁から注意報、警報等が発令された場合、利用者等への喚起、使用の中止等

適切な処理、対応をすること。 

地震、火災等災害が発生した場合には、迅速かつ的確に情報を利用者等に伝達す

るとともに避難誘導体制を確立し、安全確保に取り組むこと。 

警察、消防等に要請するような災害等の緊急事態が発生した場合には、ただちに

町にその旨を連絡すること。 

消防法（昭和23年法律第186号）に従い、避難訓練等を実施すること。 

（2）災害時の非常対応に関する業務 

   地震・台風・その他の災害が発生し、交流拠点を地域住民の避難場所・救援物資の保

管場所等に使用する必要があると町が判断したときは、これに協力すること。 

  



12 

 

（3）施設賠償責任保険の加入に関する業務 

施設賠償責任保険 

 

 

 

※その他、施設の管理運営に必要な保険に加入すること。 

（4）人権の尊重及び個人情報保護に関する業務 

業務の実施にあたっては、利用者等の人権を最大限尊重するとともに、業務従事者

に対して人権問題の理解や人権意識の啓発のための機会を設けること。 

個人情報保護の大切さを従業員に周知・徹底し、万一これが漏洩等をした場合の対

策を講じること。 

（5）業務内容の報告に関する業務 

① 業務日報の作成 

利用状況及び管理運営状況等を記載する日報を作成すること。 

② 月例報告書の作成 

下記の事項等を記載した前月分の実績報告書を、翌月の20日までに提出すること。 

ア 利用状況及び業務報告 

イ 施設の管理状況（光熱水費等の使用実績を含む。） 

ウ その他特記事項等 

③ 年次事業報告書の作成 

下記の事項等を記載した前年度分の事業報告書を4月30日までに提出すること。 

ア 利用状況及び業務報告 

イ 施設の管理状況 

ウ 経費の収支状況（決算書等） 

エ 自己評価 

オ その他特記事項等 

④ その他、町が必要とする報告書を提出すること。 

ア 自主事業を実施した場合は、自主事業実施報告書を提出すること。 

イ 施設修繕等を実施した場合は、修繕等の実態を証明できる書類（契約書、領収 

書等）の写しを提出すること。 

なお、報告書等の提出が期限までに行われない場合については、指定管理料の 

支払いを保留する場合がある。 

（6）モニタリングに関する業務 

① 年1回以上、利用者アンケートを実施し、集計後、4月30日までに報告すること。 

   ア 2月から3月の間で必ず1回実施すること。 

   イ 回答数は、100件以上を目標とすること。 

区分 保険金額 

身体 
1名につき 1億円以上 

1事故につき 5億円以上 

財物 1事故につき 1千万円以上 

個人情報の漏洩 
賠償1千万円以上 

費用1百万円以上 
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   ウ 回答者に偏りのないように配慮すること。 

② 年1回以上、セルフモニタリング（指定管理者自らが業務内容・水準の評価・総括

を行うこと）を行い、町に報告すること。 

③ 町は必要に応じ、施設、物品、各種帳簿等並びに管理運営の実地について検査を

行う。指定管理者は、合理的な理由なく、これを拒否することはできない。 

④ その他、町が求める事項について、必要な報告を行うこと。 

（7）管理運営のための体制の整備に関する業務 

  ① 施設責任者 

施設責任者は、指定管理者の正規雇用職員とすること。 

  ② 配置人員 

安全性の確保や利用者の利便性の向上を念頭に、十分な人員を配置すること。 

また、経理、受付、帳簿作成等、適正な管理運営に必要な業務を実施すること。 

（詳細は、職員配置状況報告書（様式 8）により報告すること。） 

  ③ 研修 

従業員に対して、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。 

  ④ 有資格者の確保 

防火管理者の資格を有する者を 1名以上配置すること。 

電気主任技術者については、本町が委託している電気主任技術者を配置しているた

め不要である。 

 ただし、自家用電気工作物保安管理業務委託料は指定管理者の負担とする。 

（8）備品等の貸出しに関する業務 

    交流拠点の備え付けの備品等を必要に応じて貸し出すこと。貸し出しの際は、原則

として、指定管理者が、備品等を倉庫から搬出及び設営、片付けを行うこと。また、

利用者等に対し、備品等の使用方法や特性等を十分に説明すること。 

（9）情報発信に関する業務 

町の文化、産業、観光やイベント等の情報を、早島駅周辺地域交流施設内のデジタ

ルサイネージ等を活用し、利用者に対して発信すること。また、ウェブサイト、パン

フレット等を随時更新し、施設等の情報発信に努めること。さらに、各種情報誌等、

取材の対応を行うこと。 

 （10）賑わいを創出する事業 

    地域の団体、事業者など、様々な主体と連携し、交流拠点を活用することで、町内

外から集客し、地域の活性化に資するイベントを年1回以上実施すること。 

（11）町内の商工・観光振興に資する団体等への協力に関する業務 

     町内の商工・観光振興に資する団体等に対し、施設の使用、広報等で協力するこ

と。 

（12）町行事への協力に関する業務 

     町が主催、共催、又は後援する行事について、施設の使用、広報等で協力するこ

と。 

（13）自主事業に関する業務 
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 ① 自主事業計画書を作成し、事前に町の了承を得て実施すること。 

② 自主事業の策定にあたっては、次のことに留意すること。 

ア 施設の設置目的を達成するための事業であること。 

イ 事業の対象者が偏らないものであること。 

ウ 料金設定が著しく高額とならないこと。 

エ 自主財源（自主事業収入等）により実施すること。（町からの指定管理料を充当し

ないこと。） 

オ 施設の一般利用を阻害しないこと。 

カ 必要に応じて、イベント保険に加入すること。 

キ 地域団体等との連携、町の地域資源の活用、近隣でのイベントとの連携等に着目

して企画を行い、実施すること。 

  ③ 販売（自動販売機の設置を含む）することができる飲食物及び物品等については、

次のとおりとする。 

ア 町内外の特産品、町の観光ＰＲに寄与するもの等 

イ 利用者の利便性を向上するために必要なもの 

④ 自主事業の実施に際し、酒類及び料理の提供にあたっては、近隣住民への配慮を

行うこと。また、騒音、臭いの激しい事業も同様とし、近隣住民への配慮を行うこ

と。 

⑤ 町の特産品を積極的に取り扱い、商品の充実を図るとともに、町の特産品のＰＲ

に努めること。 

⑥ こどもの居場所づくりに関する事業を実施すること。 

（14）指定期間満了等に伴う引継ぎに関する業務 

① 申請の受付及び許可の扱いについて 

次期指定期間中の使用について、現指定期間中に申請を受付け、使用許可等をし

た場合は、その内容を次期指定管理者へ引き継ぐこと。 

② 指定管理業務の満了等に伴う引継ぎについて 

ア 次期指定管理者選定のための説明会等を開催する場合には、会場提供、業務内

容の説明や施設見学等について協力すること。 

イ 次期指定管理者への施設・設備・備品等の引渡し、次期指定管理者の視察対応、

業務内容の引継ぎ、予約情報・預かり金の引渡し、公共料金等の使用名義等の変

更等について、次期指定管理者と協議し、円滑に引継ぎに関する業務を実施する

こと。 

ウ 指定管理者等が業務に伴い作成し、または受領する文書は、指定管理者固有の

文書を除き、指定期間満了時に町の指示に従って引き渡すこと。 

（15）省エネルギー並びに地球温暖化対策に関する業務 

施設等から発生する廃棄物の発生抑制、分別及び再資源化に努め、環境負担の軽減

のため省エネルギーにも積極的に努めるなど、第 5次早島町地球温暖化対策実行計画

（令和 5年 3月策定）に沿った取組みを推進すること。 

また、町が行うエネルギー使用量調査をはじめとする省エネ・地球温暖化対策業

務に協力すること。 
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（16）近隣への配慮・対応に関する業務 

業務遂行において生じる騒音や樹木からの落葉、利用者等による迷惑行為に関し、

合理的に要求される範囲で防止等の配慮を行うとともに、近隣に対する必要な対応

を行うこと。 

（17）その他、管理運営に関し必要な業務 

① 必要な許認可等の取得、監督官庁への届出、情報公開条例に基づく情報公開業務

等を行うこと。 

② 町、周辺事業者、町民との連絡調整を密に行うこと。 

③ 使用するパソコンにはウイルス対策ソフトを導入すること。 

④ その他、管理運営に必要な業務を行うこと。 

第 8 章 付加的業務及び業務範囲の拡大等 

以下に掲げる事項については、指定管理者の経営判断により、その実施を提案すること

ができるものとする。 

（1）休館日における開館及び開館時間の拡大 

（2）その他交流拠点の機能が向上する業務 

町は、次に掲げる事項を基準として提案内容の実施を承認することがある。 

（1）町が設置する公の施設として、公益性や公平性の観点から問題がないこと。 

（2）利用者又は来場者の利便性や快適性等の向上に寄与するものであること。 

（3）周辺住民等の生活環境への影響が少ないこと。 

（4）民業を過度に圧迫しないこと。 

 

第 9 章 業務水準 

以下に掲げる事項については、指定管理者が提供するサービスや業務の質を定量的に評

価するための基準や指標とする。 

（1）早島駅周辺地域交流施設 稼働率      60％以上／年 

（2）早島町観光センター  利用者数    30,000 人以上／年 

（3）早島駅前駐車場    総入庫台数   66,000 台以上／年 

 （4）利用者満足度の向上 

毎年度、交流拠点利用者へアンケートを実施し、次に掲げる要求水準の維持向上を図

る。 

項  目 アンケートによる内容 要求水準 

全体満足度 

『満足』又は『ほぼ満足』 

と回答した人の割合 

90％以上 

職員応対満足度 90％以上 

安全対策満足度 90％以上 

清潔感満足度 90％以上 

  なお、上記基準、指標及びセルフモニタリングの結果等から町が評価を行い、その結果

を収支状況等と共に公表するものとする。 
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第 10 章 リスク分担 

町と指定管理者との管理運営業務に関するリスク分担については下記のリスク分担表のと

おりとする。 

なお、表中にないリスクが生じた場合、及び解釈について疑義が生じた場合は協議の上、

その取り扱い及び解釈を決定することとする。 

種類・分類 内容 

負担者 

町 
指定 

管理者 

制度・法令変更 制度や関係法令の変更 〇 注 1 

税制等変更 

消費税、事業所税その他この業務に直接関

係するものの変更 
〇  

法人税・社会保険料その他この業務に直接

には関係しないものの変更 
 〇 

政治状況 

首長の交代、政策方針の転換、町の財政破

綻等による指定管理の中止又は変更など 

〇 

注 2 
 

町議会による指定議案の否決  〇 

指定期間中の町議会による予算執行停止など 〇  

物価変動 インフレーション、デフレーション 〇 注 1 

債務不履行 
指定管理者の債務不履行、指定管理者の経

営破綻等 
 〇 

不可抗力 
天災・暴動などの町及び指定管理者のいず

れの責めにも帰すことのできない事由 
〇 注 1 

自主事業 自主事業に関するもの  〇 

需要変動 市場環境の変化  〇 

管理瑕疵 指定管理者の管理瑕疵  〇 

施設構造 対象施設の施設構造に起因するもの 〇 注 3 

施設修繕等 

対象施設の経年劣化によるもの － － 

 
1 件 20 万円以上 〇  

1 件 20 万円未満  〇 

許認可等 

町が取得すべき許認可等が取得、更新されな

い場合 
〇  

指定管理者が取得すべき許認可等が取得、

更新されない場合 
注 4 〇 

注 1：当該事由による影響が 101 万円未満の場合は、指定管理者の負担とする。101 万円を超え

た場合は、町と指定管理者が協議のうえ、各々の負担とする。 

注 2：指定管理者の損失や利益の補償を前提として、業務範囲や業務内容の変更を妨げるもので

はない。 

注 3：指定管理者が、施設構造の不備を認識しているにもかかわらず、適切な対応を欠いている

場合には、指定管理者のリスクとする。 

注 4：許認可等の取得につき、町の協力を要する場合には、町は合理的な範囲内でこれに協力す

る。  
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 第 11 章 その他留意事項 

①  公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定のものに有

利あるいは不利になる運営をしないこと。 

②  町内にある施設との連携を図った運営を行うこと。 

③  指定管理者が施設の管理運営に係る各種規定等を作成する場合は、町と協議を行うこ

と。又、作成後は、規定の内容を報告すること。 

④  施設の利用等について、利用者、住民等から苦情があった場合は、適切な対応をすると

ともに、その内容を町へ報告すること。 

⑤  施設見学や取材及び撮影を希望する者に対しては、運営に支障のない限り、許可するよ

う努めること。なお、取材及び撮影にあたっては、一般利用者等の活動に支障がないよう

に配慮すること。 

⑥  施設の形状や運営形態の変更を行う場合は、事前に計画を町と協議すること。 

⑦  早島駅周辺地域交流施設内の南北のロータリーを結ぶ動線（跨線橋・自由通路・階段・

エレベーター・ロータリー・広場の一部を含む）については、今後町道として道路認定を

行う可能性がある。道路認定をした場合には、立看板や広告物の設置・掲示は原則行えな

いものであることに十分留意すること。なお、上記の場合であっても日常の清掃などの維

持管理については指定管理者が責任をもって行うこと。 

⑧  指定管理者は、この業務水準書に規定するほか、指定管理者の業務の内容及び処理につ

いて、疑義が生じた場合は町と協議し決定すること。 

 


